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中津川市 報道発表資料 

令和 4 年 3 月 18 日 

中津川市観光局の設立総会を開催します 

市内６観光協会を束ねる上部組織として「中津川市観光局」が新たに発足

します。これに伴い、設立総会を下記のとおり開催します。 

■日時

令和 4年 3月 25 日（金） 15 時 15 分から 

■場所

中津川市役所４階 大会議室（中津川市かやの木町２－１） 

■スケジュール

   １５：１５ 中津川市観光局会長あいさつ 

  １５：２０ 中津川市長（来賓）あいさつ 

  １５：３０ 記念撮影 

  １５：４５ 議事 

※報道各社の入室につきましては、記念撮影までとさせていただきます。 

■内容等

市内には６つの観光協会（中津川観光協会、馬籠観光協会、やさか観光協会、加子母

観光協会、付知町観光協会、蛭川観光協会）が存在し、これまでは、それぞれ観光振興

の推進にあたり、地域の魅力や観光資源のブラッシュアップに努めてきましたが、コロ

ナ禍において統一組織の必要性と、より一体的な取り組みへの重要性を再認識し、この

度「中津川市観光局」として新組織を発足。今後の観光振興を行政・市民とともに積極

的に展開し、持続可能な観光地経営を実施していきます。 

また、行政としても、新組織に対して人的・財政的支援を行うとともに、“オール中

津川”で観光地の魅力を最大限に発出し、本市の観光産業の確立に努めていきます。 

■中津川市観光局事務所予定地

住所：中津川市栄町１－１ にぎわいプラザ２階 

電話：0573-67-7400（４月中旬開通予定） 

■今後の主な動き（予定）

  令和 4年 3月 25 日 「中津川市観光局」の発足 

令和 4年 4月～ 事務所開設 

令和 4年 6月以降 一般社団法人として設立 

  令和 4年～6年 ＤＭＯ※の取得 

※ＤＭＯ（観光地域づくり法人）とは 

地域の「稼ぐ力」を引き出すとともに地域への誇りと愛着を醸成する「観光地経営」の視点に立った観

光地域づくりの舵取り役として、多様な関係者と協同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域

づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人 

（観光庁 HP より引用） 


